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請 願 

第３号 

消費者被害を防

止、救済するた

め、特定商取引

法の抜本的な法

改正を求める意

見書を政府等に

提出することを

求める件 

４.11.24 （趣旨） 

特定商取引に関する法律（以下「特商法」）は、訪問販売、通信販売、連鎖販

売取引（いわゆるマルチ取引）など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類

型を対象に、事業者による不公正な勧誘行為等の取り締まり等を行う法律。こ

れまで同法は、悪質化する被害に対応するため幾度も改正され、前回の 2016 年

改正の際、いわゆる５年後見直しが定められ、本年 12 月に施行から５年の経過

を迎える。 

全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談は、ここ 15 年ほど高止

まりが続いており、そのうち特商法の対象分野の相談は全体の 54.7％にのぼ

る。訪問販売・電話勧誘販売では、消費者が契約を締結しない意思表明をした

場合に、事業者が勧誘を行うことを禁止しているが、実効性のある仕組みが整

っておらず、判断力が衰える特に認知症の高齢者が被害にあっている。マルチ

取引は、マルチ取引であることを隠して先に契約させ組織に誘い込む「後出し

マルチ」という悪質な手口もあり、大学生などの若者が多額の借金を抱えさせ

られるという問題性が非常に高く、成年年齢引下げに伴う被害の増加が心配さ

れる。 

以上により、幅広い世代の消費者被害を防止、救済するためには、この５年

後見直しを機に、下記のような改正がなされるよう地方自治法第 99 条の規定に

もとづき国の関係機関への意見書提出を請願する。 

記 

１ 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表し

た場合には勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入す

ること。 

２ SNS 等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等につき、行政規制・クー

リング・オフ等を認めること、及び権利を侵害された者は SNS 事業者等に対

し、相手方事業者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入するこ

と。 

３ 連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入すること

及び規制を強化すること。 

４ 以上の項目について、政府等関係機関に対し意見書を提出すること。 
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